
事 務 連 絡  

令和元年７月 24 日  

 

介護保険施設等 御中 

 

県南広域振興局保健福祉環境部長寿社会課  

 

 

消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について 

 このことについて、別添のとおり厚生労働省関係各課の連名により事務連絡がありましたの

で、消費税率の引上げに伴う御対応に遺漏のないようお願いします。 

担当 長寿社会課 木村 

電話 0197－22－2850 

F A X 0197－25－4106 


